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土 木 部 

 

 

区民交通傷害保険の実施について  

 

（付議の要旨）  

 区民の自転車保険等への加入を促進するため、区民交通傷害保険を平成 30 年

7 月から実施する。  

 

１．主旨  

歩行者と自転車の事故では自転車が「加害者」となり、高額の賠償金支払

いを求められる場合がある。また、交通事故被害者が経済的に救済されない現

状もあり、第 10 次世田谷区交通安全計画（平成 28～32 年度）においても自

転車保険等への加入促進を図ることとしている。  

区民の自転車保険等への加入を促進するため、啓発や広報に取り組んでい

るところであるが、さらなる促進を図るためには、区民がより保険加入しやす

い環境を提供する必要があることから、区民の交通事故を対象とした保険制度

である「区民交通傷害保険」を平成 30 年 7 月から実施する。  

 

２．保険の概要  

（１）経緯  

  23 区共同の区民交通災害共済が平成 13 年度末に廃止された後、その受け皿

づくりのため、特別区が保険契約者となる保険として新たに創設された。  

（２）保険内容［保険期間 1 年］  

①区民交通傷害保険  

  車両による交通事故によりケガをした場合に、入院・通院の治療日数と治療

期間に応じた保険金を支払う。  

 ②自転車賠償責任プラン  

  300 円（平成 30 年度から 400 円）の保険料をプラスすることにより、自転

車運転中の加害事故によって法律上の損害賠償責任が発生した場合に、その

損害賠償金や費用を補償。  

（３）特長  

  補償に比べ保険料が安価である。加入に際しての年齢制限がない。  

  【保険料額と補償内容（平成 30 年度）】  

 Ａ  ＡＪ  Ｂ  ＢＪ  Ｃ  ＣＪ  

保険料年額  1,000 円  1,400 円  1,700 円  2,100 円  2,900 円  3,300 円  

傷害保険補償限

度額  
150 万円  150 万円  350 万円  350 万円  600 万円  600 万円  

自転車賠償責任

保険限度額  
― 1 億円  ―  1 億円  ―  1 億円  

 

 

 



（４）規模等（平成 29 年度）  

  実  施  区：10 区（港、文京、台東、墨田、江東、渋谷、豊島、北、荒川、練馬）  

  加入者数：152,980 人  

  保険料額：264,641,400 円  

  引受保険会社：損害保険ジャパン日本興亜株式会社 東京公務開発部営業開発課 

 

３．保険の仕組み  

（１）区、保険会社、金融機関、区民の役割と手続きの流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険加入手続きは個人申し込みの金融機関受付のみとし、区窓口での受付や

団体申し込みは行わない。また、加入対象者は区内在住者及び在勤・在学者と

する。  

（２）区の業務  

区は、加入手続き時に金融機関から送付される申込書類及び保険料振込額の

チェックととりまとめ、加入者名簿の作成、問い合わせ対応等を行う。事故時

の保険金請求手続きの流れには、区は直接関わらない。  

また、区は、保険会社が作成する申込書類等の募集ツールの確認、加入促進

のための広報等を行う。  

（３）区の事務体制  

  土木部交通安全自転車課において、交通安全担当職員３名と臨時職員１名

（５～７月の繁忙期のみ）を中心に対応する。  

 

４．事務手数料  

  保険料額の１割を事務手数料として区が収入し、保険事務経費に充当する。 

 

５．今後のスケジュール（予定）  

２月    公共交通機関対策等特別委員会報告  

  ５月    「区のお知らせ」、区ホームページ等に募集記事掲載  

  ５～６月  募集期間  

  ７月    保険開始、契約確定申込書等の提出  
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